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各資金共通の融資取扱 

 

１ 公庫業務の委託（直貸と委託貸） 

 

公庫（農林水産事業）は、借入者の利便性を図り、融資業務を円滑に行うために、全国の金融機

関に業務の一部を委託しています。 

公庫資金（農林水産事業）の貸付方式には、公庫（農林水産事業）が借入者に直接融資する直

接貸付（直貸）と、公庫（農林水産事業）から業務の委託を受けた受託金融機関を通じて借入者

に融資する委託貸付（委託貸）があります。 

公庫資金（農林水産事業）の業務委託方式は、次表のとおりです。 

 

委託方式 対象資金 

Ｃ方式 (1) 農業経営基盤強化資金 

(2) 農業改良資金 

(3) 青年等就農資金 

(4) 経営体育成強化資金（経営改善計画において負債整理資金を含む場合を除

きます。） 

(5) 畜産経営環境調和推進資金 

(6) 林業構造改善事業推進資金 

(7) 漁業経営改善支援資金 

(8) 漁業経営安定資金 

(9) 振興山村・過疎地域経営改善資金 

(10) 農林漁業施設資金（共同利用施設及び主務大臣指定施設（農業施設、林業

施設、水産施設、農山漁村経営改善対策事業に係る施設、災害復旧施設、

産業動物に係る診療施設）に係るものに限ります。） 

(11) 農林漁業セーフティネット資金（社会的又は経済的環境の変化等に係る

ものに限ります。） 

(12) 食品等持続的供給促進資金 

(13) 新規用途事業等資金 

(14) 中山間地域活性化資金 

(15) 食品安定供給施設整備資金 

(16) 特定農産加工資金 

(17) 水産加工資金 

(18) 農業競争力強化支援資金 

(19) 農林水産物・食品輸出基盤強化資金 

(20) スマート農業技術活用促進資金 

(21) 林業基盤整備資金（災害を除きます。） 

(22) 林業経営育成資金 

(23) 漁業基盤整備資金（災害、都道府県営事業を除きます。） 

(24) 森林整備活性化資金 

(25) 農業基盤整備資金 

(26) 担い手育成農地集積資金 

以上いずれも資金の種類ごとに１貸付先当たり（転貸資金については１転貸

先ごとに）既往 C方式貸付金残高を含め原則として 10億円までが C方式による

取扱限度額です。 

ただし、農林漁業施設資金（農産物の生産、流通、加工又は販売に必要な共同

利用施設の改良、造成、復旧又は取得に係るものであって、貸付けの相手方が農
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業協同組合又は農業協同組合連合会であるものに限ります。）にあっては、貸付

案件１件当たり 10億円までがＣ方式による取扱限度額です。 

なお、農業基盤整備資金及び担い手育成農地集積資金には、取扱限度額はあり

ません。 

Ｄ方式 (1) 経営体育成強化資金（経営改善計画において負債整理資金を含む場合に限

ります。） 

(2) 農林漁業セーフティネット資金（災害又は法令に基づく処分等に係るもの

に限ります。） 

Ｅ方式 (1) 公有林造林 

(2) 公有牧野 

(3) 公有林分収育林取得 

なお、Ｅ方式の受託金融機関は、地方公共団体金融機構のみです。 

Ｇ方式 農業協同組合（所定の条件に該当する場合に限ります。）の取扱いとして貸付け

するＣ及びＤ方式で指定する資金（Ｃ方式で指定する資金の取扱限度額はＣ方

式対象資金と同じです。）。 

Ｈ方式 公庫の直接貸付けに係る窓口業務を受託金融機関が行うＣ及びＤ方式で指定す

る資金（Ｃ方式で指定する資金の取扱限度額はＣ方式対象資金と同じです。） 

 

２ 借入申込みから借入金の返済まで 

 

公庫資金（農林水産事業）の借入れを希望する場合には、取扱金融機関に早めに相談していた

だき、資金の必要時期を考慮して借入手続を進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 融資の対象としない事業 

 

自己の資金又は他からの資金の調達によってすでに完了した事業については、その資金の調達

が公庫の融資を受けるまでのつなぎ措置と認められるときのほかは、融資の対象といたしません。 
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払出関係書類等の提出

資金の払出し

払込案内の送付

借入金の返済

(1)借入申込み

(2)貸付決定

(4)資金払出し

(5)借入金返済
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４ 貸付条件 

 

(1) 融資額 

① 融資額は資金の種類ごとに定められた最高限度の範囲内において、地方公共団体単独補助

金、借入者の手元余裕金、公庫以外の金融機関からの借入金額などを考慮して決めます。 

② １回の融資額は、貸付実行から 12 か月以内に支払う予定の事業費を限度として計算しま

す。 

③ 融資の最高限度額は、特に定める場合を除き、資金の種類ごとに既往融資残高を含めて計

算します。 

（注）１ 個人に対する融資の場合、同一経営に従事する世帯員に対する融資額を含めて限度

額を計算します。 

２ 連帯債務で借入する場合の最高限度は、特に定める場合を除き、１人当たり融資限

度額に連帯債務者（同一経営に従事する世帯員が連帯債務者である場合を除きます。）

の数を乗じた額とします。 

④ 融資の最低限度額は１件当たり 50 万円（農山漁村経営改善対策事業及び災害復旧事業に

係る資金については 10万円）です。 

転貸の場合は転貸を行う農協等に対する貸付金額に対し適用します。 

林業基盤整備資金（保安林の維持に係るものに限ります。）、漁業経営安定資金、農林漁業

セーフティネット資金及び経営体育成強化資金（資金の使い途が負債の整理、負債の円滑な

支払い又は負担金等の円滑な支払いの場合に限ります。）については、最低限度を設けてい

ません。 

 

(2) 分担金融資 

市町村が主体となって行う農業の生産基盤、環境基盤や環境施設の整備を進める事業につい

て、市町村が条例に基づき受益者から受益の範囲内で分担金を徴収する場合、この分担金に対

しても融資ができます。 

また、都道府県が主体となって事業を実施し、市町村を通じて又は直接土地改良区などから

分担金を徴収する場合も融資の対象となります。 

 

(3) 償還期限(据置期間） 

資金ごとに定めた償還期限（据置期間）はその最長期間を示すものです。 

償還期限及び据置期間を決めるにあたっては、融資対象物件の耐用年数のほか、融資対象事

業の効果の発現、借入申込者の償還能力などを考慮して決めます。 

 

(4) 償還方法 

① 償還の方法は、割賦償還を原則とし、事業効果の発現、借入申込者の希望などを勘案して、

元利均等償還、元金均等償還又は元金不均等償還のうち、いずれか最も適当と認められる方

法とします。 

ただし、林業経営育成資金（森林の取得に係るもののうち林業経営改善計画に基づいて行

う事業及び生産方式の合理化に係る事業を除きます。）及び林業基盤整備資金（伐採調整）に
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ついては、定期償還を原則とします。 

② 割賦償還の方法は、年賦償還、半年賦償還又は多数回償還（年４回、６回、12 回）とし、

年間を通して収入が見込まれる経営にあっては、原則年複数回償還とします。 

 

(5) 保証人及び担保 

保証人及び担保（第三者が債務者のため提供する担保を含みます。）を徴する場合にあって

は、資金の種類、融資対象事業、融資額の大小、借入申込者の信用状況等を勘案して弾力的に

取り扱います。 

① 保証人  

ア 借入申込者の経営又は事業の継続に資するよう借入申込者との関係、信用状況等を考慮

して選定します。 

イ 連帯保証人又は物上保証人に対しては、取扱金融機関から契約意思の確認をすることが

あります。 

② 担保 

融資対象物件を優先的に担保（原則として第１順位）として選定します。 

 

５ 繰上償還手数料制度 

 

次表の対象資金及び対象者について、借入者の都合により繰上償還する場合には、次の計算式

による繰上償還手数料をお支払いいただきます。 

 

対象資金 対象者 

農林漁業施設資金（共同利用施設） 

常時使用する従業員数が 21 人以上の者 

ただし、農林漁業者又は農林漁業者が組織す

る法人若しくは団体にあっては、病院の施設の

取得等農林水産物の生産、流通、加工又は販売

に直結しない共同利用施設に係る事業を実施す

る場合に限ります。 

塩業資金 

食品等持続的供給促進資金 

新規用途事業等資金 

中山間地域活性化資金（生産環境施設を

除きます。） 

食品安定供給施設整備資金 

特定農産加工資金 

水産加工資金 

農業競争力強化支援資金 

農林水産物・食品輸出基盤強化資金 

スマート農業技術活用促進資金 

常時使用する従業員数が 21 人以上の者 

ただし、次に掲げる場合を除きます。 

１ ２以外のもの 

農林漁業者又は農林漁業者が組織する法人若

しくは団体であって、主として自ら又は傘下農

林漁業者が生産した農林水産物の加工流通を

行うために借り入れる場合 

２ スマート農業技術活用促進資金 

スマート農業資金における農業者等が生産方

式革新事業活動の実施に必要な事業を行うた

めに借り入れる場合又はスマート農業資金に

おける農業者等が開発供給事業の実施に必要

な事業を行うために借り入れる場合 
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【計算式】 

繰上償還手数料＝繰上償還元金×金利差×最終償還期限までの残期間×１／２ 

 

（注）１ この計算式は簡略式です。実際には借用証書特約条項に基づき計算されます。 

２ 金利差＝貸付実行利率（約定利率）－繰上償還時点の同一資金の利率 

 （（したがって、繰上償還時点の同一資金の利率が貸付実行利率以上の場合には繰上償

還手数料は発生しません。） 

３ 借入者が次のいずれかに該当する場合は、この計算式により算出した金額を２倍した

額が繰上償還手数料となります。ただし、農林漁業者の組織する法人又は団体を除き

ます。 

①（ 小売業を主たる事業とする会社にあっては、資本の額又は出資の総額が5,000

万円超かつ常時使用する従業員の数が 50 人超 

 ②（ サービス業を主たる事業とする会社にあっては、資本の額又は出資の総額が

5,000 万円超かつ常時使用する従業員の数が 100 人超 

 ③（ 卸売業を主たる事業とする会社にあっては、資本の額又は出資の総額が１億

円超かつ常時使用する従業員の数が 100 人超 

 

６ 公庫資金と税金の優遇措置 

 

公庫資金を借り受けた場合、次のような税法上の特例があります。 

 

(1) 登録免許税（資金共通） 

① 債権者を当公庫として（根）抵当権設定登記をする場合には、次の法人を除いて、登録免

許税（普通抵当権：債権金額の４/1000、根抵当権：極度額の４/1000）が免除されます。 

ただし、登録免許税の免除を受けるためには、登記をする際に次の「財務省令で定める書

類」を提出する必要があります。 

登録免許税が課税される法人  

法人税法に規定する普通法人（※）のうち資本金の額又は出資金の額が５億円以上の法人

並びに相互会社及び外国相互会社 

※ 普通法人とは、株式会社、合名会社、合資会社等であり、公共法人（地方公共団体、

土地改良区等）、公益法人等（財団法人、社団法人等）、協同組合等（農業協同組合、森

林組合、漁業協同組合等）は含まれません。 

 

財務省令で定める書類 

（登録免許税の免除を受けるための提出書類） 
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・借入者が個人の場合：住民票の写し等又は印鑑証明書（いずれも発行後 6 か月以内） 

・借入者が法人の場合：登記事項証明書（発行後 1 か月以内） 

 

※ （根）抵当権設定登記をする際に提出する印鑑証明書（（根）抵当権設定者が個人の場

合）又は登記事項証明書（（根）抵当権設定者が法人の場合）と兼用できる場合がありま

す。 

 

② 農協等が転貸した債権を担保として当公庫に質入れをした場合であって、当該転貸債権の

担保物件に関し、抵当権に転貸債権質入の附記登記をするときは、登録免許税（不動産 1（個

につき 1,000（円）が免税されます。 

 

(2) その他の税制特例について 

  上記の税制優遇措置のほかに、公庫資金を借り入れる際に必要となる計画の認定制度等にお

いて、税制の特例が措置されている場合があります。最新情報については、農林水産省 HP（（リ

ンク）をご確認ください。 

 

 

＜参考 印紙税額一覧表＞ 

 

次ページをご参照ください。 

 

 

https://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/index.html
https://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/index.html


 

 

 

令和７年５月現在 

印 紙 税 額 
番号 文 書 の 種 類（物 件 名） 印紙税額（１通又は１冊につき） 主な非課税文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

１ 不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶
若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 

（注）１ 試掘権とは、二酸化炭素の貯留事業に関
する法律（令和６年法律第 38号）第 
２条第８項（定義）に規定する試掘権
をいいます。 

２ 無体財産権とは、特許権、実用新案権、
商標権、意匠権、回路配置利用権、育成 
者権、商号及び著作権をいいます。 

（例） 不動産売買契約書、不動産交換契約書、
不動産売渡証書など 

２ 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関
する契約書 

（例） 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書
など 

３ 消費貸借に関する契約書 
（例）金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 
４ 運送に関する契約書 
（注） 運送に関する契約書には、傭船契約書を

含み、乗車券、乗船券、航空券及び送り状
は含まれません。 

（例） 運送契約書、貨物運送引受書など 

記載された契約金額が 
10万円以下のもの 
10万円を超え 50万円以下のもの 
50万円を超え 100万円以下 〃 
100万円を超え 500万円以下 〃 
500万円を超え１千万円以下 〃 
１千万円を超え５千万円以下 〃 
５千万円を超え １億円以下 〃 
１億円を超え ５億円以下 〃 
５億円を超え 10億円以下 〃 
10億円を超え 50億円以下 〃 

50億円を超えるもの 

契約金額の記載のないもの 

200円 
400円 
１千円 
２千円 
１万円 
２万円 
６万円 
10万円 
20万円 
40万円 
60万円 

200円 

記載された契約金額が 
１万円未満（※）のも
の 

 
※ 第１号文書と第３
号から第17号文書と
に該当する文書で第 
１号文書に所属が決
定されるものは、記
載された契約金額が 
１万円未満であって
も非課税文書となり
ません。 

 上記の１に該当する「不動産の譲渡に関する契
約書」のうち、平成26年４月１日から令和９年３
月31日までの間に作成されるものは、記載された
契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減さ
れています。 

記載された契約金額が 
50万円以下のもの 
50万円を超え 100万円以下のもの 
100万円を超え 500万円以下 〃 
500万円を超え１千万円以下 〃 
１千万円を超え５千万円以下 〃 
５千万円を超え １億円以下 〃 
１億円を超え ５億円以下 〃 
５億円を超え 10億円以下 〃 
10億円を超え  50億円以下 〃 
50億円を超えるもの 

200円 
500円 
１千円 
５千円 
１万円 
３万円 
６万円 
16万円 
32万円 
48万円 

 

 (注) 契約金額の記載のないものの印紙税額は、
本則どおり200円となります。 

 

 請負に関する契約書 
（注） 請負には、職業野球の選手、映画（演

劇）の俳優（監督・演出家・プロデューサ
ー）、プロボクサー、プロレスラー、音楽
家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者 
（演出家、プロデューサー）が、その者と
しての役務の提供を約することを内容とす
る契約を含みます。 

（例） 工事請負契約書、工事注文請書、物品加
工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契
約書、請負金額変更契約書など 

記載された契約金額が 
100万円以下のもの 
100万円を超え 200万円以下のもの 
200万円を超え 300万円以下 〃 
300万円を超え 500万円以下 〃 
500万円を超え１千万円以下 〃 
１千万円を超え５千万円以下 〃 
５千万円を超え １億円以下 〃 
１億円を超え ５億円以下 〃 
５億円を超え 10億円以下 〃 
10億円を超え 50億円以下 〃 

50億円を超えるもの 

契約金額の記載のないもの 

200円 
400円 
１千円 
２千円 
１万円 
２万円 
６万円 
10万円 
20万円 
40万円 
60万円 

200円 

記載された契約金額が 
１万円未満（※）のも
の 

 
※ 第２号文書と第３
号から第17号文書と
に該当する文書で第 
２号文書に所属が決
定されるものは、記
載された契約金額が 
１万円未満であって
も非課税文書となり 
ません。 

２ 上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業
法第２条第１項に規定する建設工事の請負に係る
契約に基づき作成されるもので、平成26年４月１
日から令和９年３月31日までの間に作成されるも
のは、記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印
紙税額が軽減されています。 

記載された契約金額が 
200万円以下のもの 
200万円を超え 300万円以下のもの 
300万円を超え 500万円以下 〃 
500万円を超え１千万円以下 〃 
１千万円を超え５千万円以下 〃 
５千万円を超え １億円以下 〃 
１億円を超え ５億円以下 〃 
５億円を超え 10億円以下 〃 
10億円を超え  50億円以下 〃 
50億円を超えるもの 

200円 
500円 
１千円 
５千円 
１万円 
３万円 
６万円 
16万円 
32万円 
48万円 

 

 (注) 契約金額の記載のないものの印紙税額は、
本則どおり200円となります。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

約束手形、為替手形 
（注）１ 手形金額の記載のない手形は非課税と

なりますが、金額を補充したときは、そ
の補充をした人がその手形を作成したも
のとみなされ、納税義務者となります。 

２ 振出人の署名のない白地手形（手形金
額の記載のないものは除きます。）で、
引受人やその他の手形当事者の署名のあ
るものは、引受人やその他の手形当事者
がその手形を作成したことになります。 

 

 

 
 

記載された手形金額が 
10万円以上 100万円以下のもの 
100万円を超え 200万円以下 〃 
200万円を超え 300万円以下 〃 
300万円を超え 500万円以下 〃 
500万円を超え１千万円以下 〃 
１千万円を超え２千万円以下 〃 
２千万円を超え３千万円以下 〃 
３千万円を超え５千万円以下 〃 
５千万円を超え １億円以下 〃 
１億円を超え ２億円以下 〃 
２億円を超え ３億円以下 〃 
３億円を超え ５億円以下 〃 
５億円を超え 10億円以下 〃 

10億円を超えるもの 

200円 
400円 
600円 
１千円 
２千円 
４千円 
６千円 
１万円 
２万円 
４万円 
６万円 
10万円 
15万円 
20万円 

１ 記載された手形金額
が10万円未満のもの 

２ 手形金額の記載のな
いもの 

３ 手形の複本又は謄本 

    

 ①一覧払のもの、②金融機関相互間のもの、③
外国通貨で金額を表示したもの、④非居住者円表
示のもの、⑤円建銀行引受手形 

 
200円 

 

 

 

４ 

株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸
付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託
の受益証券 
（注）１ 出資証券には、投資証券を含みます。 

２  社債券には、特別の法律により法人の 
発行する債券及び相互会社の社債券を含
みます。 

記載された券面金額が 
500万円以下のもの 200円 
500万円を超え１千万円以下のもの  １千円 
１千万円を超え５千万円以下 〃  ２千円 
５千万円を超え １億円以下 〃  １万円 

１億円を超えるもの ２万円 

(注) 株券、投資証券については、１株（１口）当
たりの払込金額に株数（口数）を掛けた金額
を券面金額とします。 

１ 日本銀行その他特定
の法人の作成する出資
証券 

２ 譲渡が禁止されてい
る特定の受益証券 

３ 一定の要件を満たし
ている額面株式の株券
の無効手続に伴い新た
に作成する株券 



 

一 覧 表 
 

番号 文 書 の 種  類（物 件 名） 印紙税額（１通又は１冊につき） 主な非課税文書 

 

５ 

合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割
計画書 
（注）１ 会社法又は保険業法に規定する合併契

約を証する文書に限ります。 
２ 会社法に規定する吸収分割契約又は新

設分割計画を証する文書に限ります。 

４万円 
 

 

６ 

定 款 
（注） 株式会社、合名会社、合資会社、合同会

社又は相互会社の設立のときに作成される
定款の原本に限ります。 

４万円 
株式会社又は相互会社の
定款のうち公証人法の規
定により公証人の保存す
るもの以外のもの 

 

７ 

継続的取引の基本となる契約書 
（注） 契約期間が３か月以内で、かつ、更新の

定めのないものは除きます。 
（例） 売買取引基本契約書、特約店契約書、代

理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約
定書など 

４千円 
 

 

８ 

預金証書、貯金証書 
200円 

信用金庫その他特定の金
融機関の作成するもので
記載された預入額が１万
円未満のもの 

 

９ 

倉荷証券、船荷証券、複合運送証券 
（注） 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の

効用があるものを含みます。 
200円 

 

１０ 保険証券 200円  

１１ 信 用 状 200円  

１２ 
信託行為に関する契約書 
（注） 信託証書を含みます。 200円 

 

１３ 
債務の保証に関する契約書 
（注） 主たる債務の契約書に併記するものは除

きます。 
200円 

身元保証ニ関スル法律に
定める身元保証に関する
契約書 

１４ 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 200円  

１５ 
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 記載された契約金額が１万円以上のもの 

契約金額の記載のないもの 

200円 

200円 

記載された契約金額が 
１万円未満のもの 

１６ 
配当金領収証、配当金振込通知書 記載された配当金額が３千円以上のもの 

配当金額の記載のないもの 

200円 

200円 

記載された配当金額が 
３千円未満のもの 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 

１ 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 
（注）１ 売上代金とは、資産を譲渡することに

よる対価、資産を使用させること（権利
を設定することを含みます。）による対
価及び役務を提供することによる対価を
いい、手付けを含みます。 

２ 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及
び預貯金の利子などは売上代金から除か
れます。 

（例） 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料
の受取書、請負代金の受取書、広告料の受
取書など 

 

 

 
 

２ 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 
（例） 借入金の受取書、保険金の受取書、損害

賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金
の受取書など 

記載された受取金額が 
100万円以下のもの 
100万円を超え 200万円以下のもの 
200万円を超え 300万円以下 〃 
300万円を超え 500万円以下 〃 
500万円を超え１千万円以下 〃 
１千万円を超え２千万円以下 〃 
２千万円を超え３千万円以下 〃 
３千万円を超え５千万円以下 〃 
５千万円を超え １億円以下 〃 
１億円を超え ２億円以下 〃 
２億円を超え ３億円以下 〃 
３億円を超え ５億円以下 〃 
５億円を超え 10億円以下 〃 

10億円を超えるもの 

受取金額の記載のないもの 

200円 
400円 
600円 
１千円 
２千円 
４千円 
６千円 
１万円 
２万円 
４万円 
６万円 
10万円 
15万円 
20万円 

200円 

 

200円 

次の受取書は非課税 
１ 記載された受取金額

が５万円未満のもの 
２ 営業に関しないもの 
３  有価証券、預貯金証 
書など特定の文書に追
記した受取書 

 

１８ 

預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険
料通帳 １年ごとに 200円 

１ 信用金庫など特定の金
融機関の作成する預貯
金通帳 

２ 所得税が非課税となる
普通預金通帳など 

３ 納税準備預金通帳 

１９ 
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、
金銭の受取通帳などの通帳 
（注）１８に該当する通帳を除きます。 

１年ごとに 400円 
 

２０ 判 取 帳 １年ごとに ４千円  

 

10万円以下又は10万円以上 ········· 10万円は含まれます。 

10万円を超え又は10万円未満 ·· 10万円は含まれません。 


